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500kW以上2,000kW未満の太陽電池発電
所に対する使用前自己確認制度が導入され、
使用前自主検査の内容が追加されました。技
術基準に適合している設備として承認された
後、売電開始となるため速やかな検査及び試
験成績書の作成が求められます。天候により左
右される検査もあるため、エレックス極東では
検査に必要な試験器や測定器を常備し、急な
日程変更にも対応できるよう準備しています。

太陽電池発電所の使用前自主検査
（負荷遮断試験・制御電源喪失試験）

エレックスの技　⑰

特 集
油中ガス分析で
変圧器の内部異常を知る


